
４ 2020（令和２）年８月号

新型コロナウイルスの影
響で大幅に減収したら…

追加給付金として
1世帯当たり５万円

　子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に対して、新型コロナウイルス感染症の影響による子育ての負担の
増加や収入の減少への支援として、臨時特別給付金を支給します。自分も対象？と思ったら、まずはご相談ください。

　以下の①～③の支給対象者に対して、５万円を支給します。児童
が２人以上いるご家庭は、児童１人につき３万円ずつ加算します。
①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている方
　→申請の必要はありません
②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受
　けていない方（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に
　限ります）
　→市役所こども支援課（M31-4540）へご連絡ください。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の
　収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方等
　→市役所こども支援課（M31-4540）へご連絡ください。
　　上記①、②の支給対象となる方のうち、新型コロナウイルス感
　染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方には
　追加給付として一世帯当たり一律５万円を支給します。

①20（令和２）年６月分の児童扶養手当を受給している方は児童扶養
　手当の指定口座に８月下旬に振り込みます。
②・③→申請書を受け付けた後、審査をした上で対象の方に随時振り
　込みます。

●対象

●申請期間

●支払方法

釧路市公認
釧路市高齢者支援ボランティア人材育成事業

受講生募集！！
　住み慣れた地域で安心した生活を送るためには、地域の中での支え合いが必要です。市では、16（平成28）年度から「釧路市高齢者支援ボランティ
ア人材育成事業」を釧路市社会福祉協議会へ委託し、「ご近所ボランティア講座」を実施しています。この事業は、釧路市公認のボランティアとし
て活動していただける方を育成し、地域における高齢者の困りごとに対する支援活動や助け合いを促進していく事業です。

ご近所ボランティア講座

「ご近所ボランティア」とは
　地域で暮らす高齢者を支援するため、「おたっしゃサー
ビス」などの地域の高齢者が集まる場づくりの企画運営や
お手伝い、高齢者福祉施設などでのボランティア活動を行
う釧路市公認のボランティアです。

活動先は…「おたっしゃサービス」「地域カフェ」の他、
「特別養護老人ホーム」「デイサービスセンター」「グル
ープホーム」などの高齢者福祉施設などで活躍中です。

●第１講 　ご近所ボランティアについて
　　　　　ボランティア活動の基本・地域福祉活動について
　　　　　おたっしゃサービスについて
　　　　　地域包括支援センターについて
　　　　　施設種別について
　　　　　ご近所ボランティアの活動紹介
●第２講　 高齢者の特徴について
　　　　　感染症予防について
　　　　　車いすの操作方法（実技）
　　　　　コミュニケーション方法について
　　　　　地域実習について
●第３講　地域実習
　　　　　※地域実習の場所は市内の福祉施設等になります

日時・会場　右記の開催日程および開催場所をご確認ください
定員　釧路地域各40人、阿寒・音別地域各25人
参加費　無料
対象　18歳以上の市民で全３講受講できる方。また、講座修了
　　　後、釧路市公認のボランティアとして活動していただけ
　　　る方

講座内容は以下のとおりです

※この講座は、新型コロナウイルス感染症の感染予防として、人と人との距離を確保した広い会場で行い、手指消毒とマスク着用を徹底した上で開催します。

①９月10日㈭
②９月17日㈭
③ 9 月24日㈭～
30日㈬のうち１日

①10月28日㈬
②11月４日㈬
③11月９日㈪～
1４日㈯のうち1日

①11月６日㈮
②11月13日㈮
③11月16日㈪～
30日㈪のうち１日

①10月26日㈪
②11月９日㈪
③11月16日㈪～
20日㈮のうち1日

釧路地域

阿寒地域

音別地域

①②
午後１時30分～４時
③は実習先により異
なります

①②
午前９時30分～正午
③は実習先により異
なります

①②釧路市総合福祉
センター１階大ホール
③市内福祉施設等

①②湿原の風アリーナ
釧路会議室ＡＢＣ
※上靴が必要になります
③市内福祉施設等

①②阿寒湖まりむ館
③市内福祉施設等

①②音別町福祉保健
センター多目的集会室
③市内福祉施設等

９月２日㈬

10月20日㈫

10月29日㈭

10月16日㈮

開催地域 日程（※） 時間 会場 申込締切

釧路地域　ボランティアセンター釧路（M24-1648）
阿寒地域　ボランティアセンター阿寒（M66-4200）
音別地域　ボランティアセンター音別（M01547-６-2941）

20（令和２）年度 ご近所ボランティア講座 開催日程および開催場所

※①第１講、②第２講、③第３講（地域実習）となります。

問い合わせ・
申し込みはこちらまで！

ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されますひとり親世帯臨時特別給付金が支給されます

８月３日㈪～21（令和３）年２月26日㈮（必着）

問合先　厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」
　　　　コールセンター（U0120-400-903）
　　　　市役所こども支援課（M31-4540）

＋
第１子

第２子以降

1人当たり５万円

1人当たり３万円

児童扶養手当を受給している世帯等


